
自立支援医療

■更生医療（身体）

■内　 容…身体障がい者が手術等によって、障がいや苦痛を軽減でき、職業上又は日常生活上、

　 　 　 　　　効果が見込まれると医師が認めた医療で、指定医療機関において治療を受ける

　 　 　 　　　場合に医療費の給付を行います。

　 　　　　　　 （角膜手術・関節成形手術・外耳成形手術・心臓手術・血液透析・肝臓移植など）

■対象者…身体障害者手帳を有する18歳以上の方

               　（18歳未満の方は育成医療の対象となります。）

■手続に必要なもの…

　　　　　　　　 ・ 身体障害者手帳

　　　　　　　 　・ 健康保険証（申請者分）

　　　　　　　 　・ 医師の意見書（所定の様式）

　　　　　　　　 ・ 非課税世帯の方は年金の収入額が分かるもの（年金証書・振込通知書等）

　　　　　　　　 ・ 医療機関及び薬局の所在地が分かるもの（薬袋など）

　　　　　　　　 ・ 特定疾病受療証（持っている方のみ）

　　　　　　　　 ・ マイナンバー

■窓　 口…福祉課障害福祉グループ（各支所は市民生活課市民生活グループ）　業務窓口一覧（P69）参照

■育成医療（身体）

■内　 容…18歳未満の児童が、その治療を行わないと将来において障がいを残すと認められ、

　 　 　 　　　その治療により確実な効果が期待できると医師が認めた医療で、指定医療機関に

　 　 　 　　　おいて治療を受ける場合に医療費の給付を行います。

　 　　　　　　 （角膜手術・関節成形手術・外耳成形手術・心臓手術・血液透析・肝臓移植など）

■対象者…身体に障がいを有する18歳未満の方

■手続に必要なもの…

　　　　　　　 　・ 健康保険証（申請者分）

　　　　　　　 　・ 医師の意見書（所定の様式）

　　　　　　　　 ・ 非課税世帯の方は年金の収入額が分かるもの（年金証書・振込通知書等）

　　　　　　　　 ・ 医療機関及び薬局の所在地が分かるもの（薬袋など）

　　　　　　　　 ・ 特定疾病受療証（持っている方のみ）

　　　　　　　　 ・ マイナンバー

■窓　 口…福祉課障害福祉グループ（各支所は市民生活課市民生活グループ）　業務窓口一覧（P69）参照
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自立支援医療

■精神通院医療（精神）

■内　 容…指定医療機関で精神疾患（てんかん含む）の受診をする際、医療費の自己負担が
 　　 　　　　 原則１割になる制度です。

■対象者…精神疾患（てんかんを含む）の治療のため指定医療機関に通院している方。

■手続に必要なもの…

　・ 健康保険証（申請者分）

　・ マイナンバー（国民健康保険加入者は世帯員全員分、それ以外の方は申請者分）

　・ 医師の診断書（所定の様式）

　・ 非課税世帯の方は年金の収入額が分かるもの（年金証書・振込通知書等）

　・ 医療機関及び薬局の所在地が分かるもの（薬袋など）

　・ みとめ印　（以下の場合は必要ありません）

　　 ※申請対象者ご本人が窓口にお越しの場合

■窓　 口…福祉課障害福祉グループ（各支所は市民生活課市民生活グループ）　業務窓口一覧（P69）参照

精神障害者入院医療費助成（精神）

■内　 容…対象者が入院した際に支払った、保険診療に係る自己負担金から
　　　　　　　 高額療養費及び付加給付を除いた額を助成します。
　　　　　　　 ※助成額…自己負担額が１万円未満の方は全額、１万円～２万円の方は１万円、
　　　　　　　　　　　　　　　２万円を超える方は自己負担額の１／２（月上限１万５千円）

■対象者…任意入院又は医療保護入院をしている精神障がい者で磐田市内に住所がある方
　　　　　　　　　 

               ※他の医療費助成制度を受けている場合は対象外になります。

■手続きに必要なもの…

　　　　　　　・ 医療機関の証明を受けた精神障害者医療費助成金支給申請書

　　　　　　　・ 健康保険証（申請者分）

　　　　　　　・ 金融機関の通帳（ゆうちょ銀行以外のもの）

             ※診療を受けた日の属する月の翌月から起算して１年間、助成の申請を行わな

　              い場合は、支給を受ける権利が消滅します。

■窓　 口…福祉課障害福祉グループ（各支所は市民生活課市民生活グループ）　業務窓口一覧（P69）参照
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重度障害者・児医療費助成（身体・知的・精神）

■対象者…① 身体障害者手帳１級、２級及び３級内部障害（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・

　　　　　　　　　 直腸・小腸・肝臓・免疫）を有する方

　　　　　　　 ② 療育手帳Ａを有する方

　　　　　　　 ③ 特別児童扶養手当１級の対象となる児童

　　　　　　　 ④ 精神障害者保健福祉手帳１級を有する方

■内　 容…医療機関、薬局等に受診をした際に、窓口で支払った保険診療に伴う自己負担金、

　　　　　　　 薬剤一部負担金、訪問看護療養費の基本利用料を助成します。

　　　　　　　 ただし、世帯の所得状況や、制度の対象となった年齢によって、助成に制限がかか

　　　　　　　 る場合があります。

　　　　　　　 また、他の公費負担制度の助成額や、高額医療費・附加給付は助成額の対象とは

　　　　　　　 なりません。

■受給者証の申請に必要なもの

　　　　　　　 ・ 健康保険証（申請者分）

　　　　　　　 ・ 預金通帳（ゆうちょ銀行以外のもの）

　　　　　　　 ・ マイナンバーを確認できるもの

　　　　　　　

■窓　 口…福祉課障害福祉グループ（各支所は市民生活課市民生活グループ）　業務窓口一覧（P69）参照

後期高齢者医療の適用（身体・知的・精神）

■対象者…満６５歳以上の方で次のいずれかに該当する方

　　　　　　　 ① 身体障害者手帳１～３級及び４級の一部を所持している方

　　　　　　　 ② 療育手帳Ａを所持している方

　　　　　　　 ③ 精神障害者保健福祉手帳１．２級を所持している方

　　　　　　　 ④ 国民年金法等における障害年金１．２級を受給している方

■内　容…医療機関にかかるときの医療費の自己負担額割合が１割、2割、３割のいずれかになります。

　　　　　　　前年の収入や所得により判定しますので、事前に下記窓口へ電話でお問い合わせください。

■申請に必要なもの

　　　　　　　 ・ 各種障害者手帳または障害年金証書

　　　　　　　 ・ 健康保険証

　　　　　　　 ・ 特定疾病療養受療証（交付を受けている方のみ）

 　　　　　　　・ 重度障害者（児）医療費助成金受給者証（交付を受けている方のみ）

■窓　口…国保年金課賦課グループ

　　　　　　　業務窓口一覧（P69）参照
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